
グリーストラップ（油水分離槽）清掃のお願い

○グリーストラップとは

グリーストラップとは、排水中の油脂分を分離・貯留して油脂を排水管や下水管に直接流さない

ようにする装置です。

○グリーストラップの設置について

飲食店などの、油脂を多く使用し、排水する事業場は、排水が下水道法に定める水質の基準を守

れるように「グリーストラップ」（油水分離槽）を設置しなければなりません。

○グリーストラップの維持管理について

グリーストラップは排水中の油脂分を分離し、油脂分の少ない排水だけを下水道に流すためのも

のです。そのため、グリーストラップ内には油脂が溜まることから、必ず定期的に清掃を行わなけれ

ばなりません。

○グリーストラップの清掃頻度

１．バスケットに溜まったゴミの清掃について →図中① 毎 日

（野菜くず等の大きな生ゴミが溜まるので、清掃してください）

２．分離した油脂（阻集グリース）の清掃について →図中② １ 週間に 1回以上

（グリーストラップの水面に細かいゴミや分離した油脂が浮上しますので、ひしゃく等ですくい

取ってください）

３．堆積残渣（沈殿物）の清掃について →図中③ １ か月に 1回以上

（堆積残渣は、ヘドロ状になった細かいゴミや油脂などです。ひしゃく等ですくい取ったり、専門

業者によりバキュームで吸い取る等してください）

※清掃の回数は施設（店）の使用方法や規模によって違います。汚れがひどいようなら、上記の頻

度によらず清掃を行い、油脂やゴミが公共下水道に流れ出ないようにしてください。

※なお、清掃の際に発生したゴミ、油脂、沈殿物は廃棄物として適正に処理してください。
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